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富山県告示第525号 

      道路の区域変更について 

 道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定に基づき道路の区域を次の 

とおり変更したので、同項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月５日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成28年12月５日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 

記号 
敷地の幅員 
メートル      

延   長 
メートル 

縦覧場所 

県道 
富山滑川魚津
線 

魚津市三ケ字砂田 195番４
から 
 
魚津市三ケ字砂田 694番５
まで 

変更前  

 
最大 13.5 

 
最小  13.4 

 

24.2 

新川土木
センター 

変更後  

 
最大  14.8 

 
最小  14.7 

 

24.2 
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国道 
 
 471号 

南砺市岩武新 430番地先か
ら 
 
南砺市本江 440番３地先ま
で 

変更前 Ａ 

 
最大  10.9 

 
最小   8.1 

 

120.1 

砺波土木
センター 

変更前 Ｂ 

 
最大  13.1 

 
最小   9.4 

 

126.7 

変更後 Ａ 

 
最大  10.9 

 
最小   8.1 

 

120.1 

県道 
 
砺波福光線 

南砺市吉江中1242番４から 
 
南砺市遊部 685番６まで 

変更前  

 
最大  9.9 

 
最小   7.0 

 

661.6 

砺波土木
センター 

変更後  

 
最大  26.6 

 
最小  20.8 

 

661.6 

 

 

富山県告示第526号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月５日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成28年12月５日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
富山滑川魚津
線 

魚津市三ケ字砂田 195番４から 
 
魚津市三ケ字砂田 694番５まで 

 
 

平成28年12月５日 
 
 

新川土木 
センター 
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県道 
 
砺波福光線 

南砺市吉江中1242番４から 
 
南砺市遊部 685番６まで 

 
 

平成28年12月５日 
 
 

砺波土木 
センター 
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土地改良区の役員の退任 

  西条畑地かんがい土地改良区の役員であった次の者が平成28年11月６日退任した 

旨届出があったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定に 

より公告する。 

  平成28年12月５日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名      氏   名        住    所 

  理 事  定 塚 俊 弘    氷見市島尾1885番地３ 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、富山地方気象台長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった 

ので、同条第３項の規定により公示する。 

  平成28年12月５日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  公共測量（富山検潮所の標高決定） 

２ 作業期間 

  平成28年９月29日から平成28年11月14日まで 

３ 作業地域 

  富山市草島 
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